
難病法に基づく新たな医療費助成制度の施行に向けたスケジュール（現時点の想定）
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第２次実施分
の指定難病に
ついて医療費
助成開始

１．指定難病の検討（５６疾病→約３００疾病（現時点での想定）への拡大）
○ 指定難病検討委員会（７月に設置）を合計４回開催し、８月２７日に１１０疾病を指定難病とすべきという案を取りまとめた。

○ 現在、第１次実施分（平成２７年１月から実施）の指定難病については、疾病対策部会での審議を経て１０月を目途に

決定（告示）する予定。

○ 第２次実施分の指定難病は、今秋以降に検討を開始し、来年の年明け以降に指定難病検討委員会を再開する予定。

２．都道府県における新制度実施体制の整備

○ 平成２７年１月の新制度施行に向けて指定医及び指定医療機関の指定を行う。

○ 現行の医療費助成における受給者（既認定者:経過措置の対象）に対しては、新たな医療受給者証を平成２６年１２月
までに、都道府県から交付できるよう準備を進めていく。

指定難病（第２次実施分）の検討・告示

11

新規認定者（第１次実施分）への受給者証の交付

第１次実施
既存疾病＋新規疾病（先行分）
の患者が対象
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指定医、指定医療機関の周知・申請受付
指定医、指定医療機関の公表

必要な情報の収集 指定難病の要件の整理や個別疾病の検討
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